
「光学」の割引制度について

割引額が最も大きくなります！

1年間に 4 ～ 6 回掲載 = 広告料金定価から10% 割引
1年間に 7～ 9 回掲載 = 広告料金定価から 20% 割引
1年間に10 ～12 回掲載 = 広告料金定価から 30% 割引

【 割引率 】
日本光学会発行「光学」には、年間を通して多数回の広告掲
載をいただける広告主様のために、お得な割引制度をご用意
しております。ぜひご活用ください。
割引制度は下記２つの適用パターンがございますので、
ご参照いただけますと幸いです。

割引制度①：一括して複数号の掲載をお申込みいただいた場合の割引
複数号の掲載を一括でお申込みいただいた場合、掲載回数に応じた割引率を、お申込みのあった号すべてに適用いたします。

割引制度②：過去１年間の実績に基づく年間割引
※複数号一括でのお申込みでない場合にも適用（広告代理店が掲載回数を管理し、対象号への割引は自動適用）

広告を掲載する号（対象号）から1年間遡り、遡った1年間に於いて対象号が 4 回目以上の掲載にあたる場合は、

対象号へ規定の割引率を適用します。そのため、一括での複数号お申し込みがなくても、結果的に掲載回数が増えると

割引を適用することができます( 但し、同じ掲載回数なら、一括で複数回お申込みをいただいた場合の方が割引率が高くなります ) 。

1　2　3　4　5　6　7　8　9　10　11　12  　1　2　3　4
2025 年 → 2026 年　→

スポット掲載
1回目

割引なし

スポット掲載
2 回目

割引なし

スポット掲載
3 回目

割引なし

スポット掲載
4 回目

1 年間遡った算定期間内で
4 回目に該当するため、
2 月号は10% の割引

初掲載

対象号から遡って 1 年間（2 月号が対象号の場合、前年 3 月号までの12 か月が算定対象期間）

号数
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2025 年 → 2026 年　→

初掲載

号数

９月号締切前の時点で、以降 7 回掲載する旨のお申込みあり

20%
割引

20%
割引

20%
割引

20%
割引

20%
割引

20%
割引

20%
割引

【 割引制度①と②の双方に該当する場合、割引率の高い方を適用します。重複適用はいたしません。  】

適用例

※発行済みの号を対象にはできません。

【お問い合わせ先】
日本光学会発行「光学」 
広告総代理店  株式会社科学技術社
「光学」広告担当係

〒111-0052　東京都台東区柳橋 2-10-8 武田ビル
TEL 03-5809-1132  FAX 03-5809-1138
Mail : info@kagaku.com

ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

更新：2025年 9月 25日

制度適用：2025年 9月 25日以降


